
時

論

外

國

爲

替

管

理

の
綜

観

特

に

我

邦

現

行

策

を

顧

慮

し

て

大

野

純

一

一
、
統
制
主
義

の
勃
興

欧
洲
大
戦
殊

に
そ

の
後

の
世
界

的
不
況
を
機

と
し

て
吾
経
濟
領
域

に
生

じ
た
と

こ
ろ

の

一
の
大

な
る
韓
換
は
、
自
由
主
義

か
ら

統
制

主
義

へ
の
推
移

で
あ

る
。

十

八
世
紀
末
よ
り
前
世
紀

を
通

じ
て
最
近

に
到
る
ま

で
、
世
界

の
経
濟

界
を
支
配
し
た
と

こ
ろ

の
根
本
思
想
は
個
人
主
義
的
自

由

主
義

で
あ

つ
た
。
即
ち
、
最
大

の
富

と
そ

の
公
平
な

る
配
分

と
は
各
個
人

の
経
濟
活
動
を
し

て
自
由

に
放
任
す
る

こ
と

に
よ

つ

外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
一
七



外
國
爲
替
聲
理
の
綜
観

一
一
八

て
の
み
期
待
す

る

こ
と
が
出
來
る
、
と
考

へ
ら
れ
た

の
で
あ

る
。
換
言
す

れ
ば
、
自
然
的
な
も

の
は
最
善
な
も

の
で
あ
り
、
最
善

の
も

の
は
自
然
的
な
も

の
で
あ
る
、

と

い
ふ
の
が
過
去

一
世
紀
絵
り
を
支
配

し
た
と
こ
ろ
の
維
濟
上

に
於
け

る
主
義
、
思
潮

で
あ

つ
た
。

然

る
に
、
欧
洲
大
職
は

こ
の
経
濟
上

に
於
け

る
自
由

主
義

を
ば
根
底

か
ら
動

揺

せ
し
む
る

に
至

つ
た
。
職
時

申
、
交
職
國
は
所

謂
産
業

の
動
員

に
よ

つ
て
、
ま
た
申
立
國

は
新
市
場

の
獲
得

に
よ

つ
て
、
何
れ
も
急
激

な
る
生
産
設
備

の
嬢

張

と
生
産
力

の
伸
展

と
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ
る
。
が

一
且
休
載

と
な
り
戦
時
異
歌

の
需
要
歌
態

が
平
時

の
常
態

に
復
す
る
や
否
や
、

こ

曳
に
生
産
と

鴻
費

と

の
不
調
和
が
生
じ
、

世
界

の
諸

國
は

こ
の
不
調
和

の
下

に
苦
悩
を
績

け
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
運
命

に
陥

つ
た

の
で
あ
る
。
即

ち
、
諸
國

は
生
産

過
剰
、
物
債

の
低
落
、
失
業

軍

の
籏
出
、
富

の
偏
在
等

々
の
恐
る

べ
き
病

状
を
呈
し

て
瀕

死

の
苦

し
み
と
職

は

ね
ば
な
ら
ぬ
様

に
な

つ
た

の
で
あ
る
。

か

』
る
現
實

の
不
調
和
、
不

合
理
を
ま

の
あ
た
り

に
眺

め

て
は
、
如
何
な

る
樂
天
家

と
雄

も

か

の
傅
統
的
自
由

放
任
主
義

を
固
執
し
得
な

い
の
は
當
然

で
あ

る
。
鼓

に
於

て
、
過

き
去
り
し
幾
ゼ
ネ

レ
ー

シ
ヨ
ン
を
支
配

し

て
來

た
と
こ
ろ

の
個
人
主
義
的
自
由

主
義

は
次
第

に
凋
落

し
、
之

に
代

る
に
統
制
主
義

が
擾

頭
す

る
に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
こ

の

統
制
主
義
は
個
人
主
義
的
肚
會
を
ば
申
橿
的
な
指
導

力

の
下

に
立
た
し
め
、
以

つ
て
潜
在
的
な
可
能
的

な
諸
矛
盾
を
未
前

に
除
去

し
調

和
せ
ん
と
す

る
と

こ
ろ

に
意
義

を
有
す

る
。
換
言
す

れ
ば
、
統
制
主
義

は
個
人
主
義
的
自
由

主
義

の
下

に
於
け

る
維
濟

的
無

政
府

歌
態

に
代

へ
る
に
、
肚
會

理
想

に
よ

つ
て
規
制

さ
れ
た
る
合

理
的
な
、
但

し
個
人
主
義
的
な
経
濟
就
會

を
實
現
せ
ん
と
努
力

す

る

の
で
あ
る
。
最
近

に
於

て
世
界

の
経
濟
界

を
賑
は
し

つ
曳
あ
る
と

こ
ろ

の
プ

ロ
ツ
ク
経

濟
、
企
業
結

合
、
産
業

合
理
化
、
米

穀

統
制
、
公
開
市
場

政
策

、
管

理
通
貨
等

々
は
す

べ
て
其

々
の
部
門

に
於
け

る
自
由

主
義

の
渡
落

と
統
制
主
義

の
勃
興
と
を
意
味

す

る
も

の
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。



今

私
が
蝕

に
問
題

と
す
る

と
こ
ろ

の
爲
替
管

理
は
、
國
際

金
融
上

に
於
け
る
こ

の
統
制
主
義
思
想

の

一
つ
の
現
れ

と
見
る

こ
と

が
出
來

る

の
で
あ
る
。

一
昨
年

、

一
九

三

一
年

七
月
十
六

日
猫
逸

に
於

て
緊
急
大
統
領
令

を
以

て
外
國

支
彿
手
形

の
取
扱

に
關
す

る
規
定

が
布
告

さ
れ

て
以
來

、
爲
替
管

理
は
恰
も
燈
原

の
焔

の
如
く
世
界
各
國
を
風
擁
し
、

そ

の
結
果
形
式

程
度

の
差
こ
そ

あ
れ
現
在
爲
替
管

理
を
實

施

し
つ

、
あ
る
諸
國

は
實

に
四
十
数

ケ
國

の
多
数

に
上
る
に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
然

ら
ば
、
最

近
に
於

て
世
界
的
流
行

の
封
象

と

な

つ
た
と

こ
ろ

の
爲

替
管

理
と
は

一
盤
ど

ん
な
も

の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
以
下
順

を
追

つ
て
そ

の
意
義
、

目
的

、
方
法
、
機
關
、

効

果
等

に
つ
い
て
述

べ
て
見
よ
う
。

=
、
偶
替
管
理
の
意
義

先

づ
爲
替
管

理
の
意
義

よ
り
始

め
よ
う
。
爲
替
管

理
は
言

ふ
ま

で
も
な
く
爲
替
政
策

の

一
種

で
あ
る
。
而

し

て
、

一
般

に
爲
替

政
策

と

い
ふ
の
は
、
自
由

に
放
任
す

る
な
ら
ば
爲
替

現
象

の
上

に
生
ず

る
で
あ
ら
う
檬
な
肚
會
的
不
調
和
乃

至
不
利
を
人
爲
的

に

除
去

し
、
以

つ
て
爲
替
現
象

を
ば

一
定

の
方
向

に
指
導

せ
ん

と
す

る

一
の
努
力

で
あ
る
。

こ
の
爲
替

政
策

は
そ

の
探

る
と
こ
ろ
の

手
段

が
爲
替
現
象
上

の
不
調

和
乃
至
不
利

に
封
し

て
、
直
接

な
り
や
間
接

な
り

や
に
よ

つ
て
爲
替
管

理
と

(
狭
義

の
)
爲
替
統
制

と

に
分

つ
こ
と
が
出
來

る
。
爲
替
管

理
は
爲
替

現
象

上

の
不
調
和
乃
至
不
利
そ

の
も

の
に
向

つ
て
直
接
矯

正
、
除
去

の
封
策
を
施

す

の
で
あ
る
が
、
爲
替
統
制

は
現
實

に
生
す

る
不
調
和
乃
至
不
利

そ

の
も

の
に
手
を
鰯

れ
る
こ
と
な
く
、
寧
ろ
か

玉
る
不
調

和
乃

至
不
利
を
生

み
出
す
と
こ
ろ

の
根
源
、
機
構
を
修

正
攣
更

ぜ
ん
と
す
る

の
で
あ
る
。
具
艦
的

に
言

ふ
な

ら
ば
、
爲
替
管

理
は
例

へ

ば
外
國
爲
替
手
形

の
費
買

を
制
限
禁
止
し
或

は
、
爲
替
相
場
を
公
定
す

る
の

で
あ
る
が
、
か

玉
る
爲
替
手
形

の
費
買

を
獲
生

せ
し

外
國
爲
替
管
哩
の
綜
灘

一
一
九



外
國
爲
替
嘗
理
の
綜
観

一
二
〇

め
、

一
定

の
相
場

を
も
た
ら
し
め
た

と
こ
ろ

の
國
際
牧
支

の
根
源

そ

の
も

の
に
樹
し

て
は
直
接

干
渉
を
行
は
な

い
の
で
あ

る
。
之

に
反
し

て
、
爲
替
統
制
は
例

へ
ば
輸
出
奨
鋤
、
楡

入
制
限
、
割

引
政
策
等

で
あ

つ
て
、
或

ひ
は
貿
易
を
通

し

て
或

ひ
は
金
利
關
係

を

通
し
て
間
接

に
爲
替

手
形

の
需
給

乃
至
相
場
を

一
定

の
方
向

に
導

か
ん
と
す

る

の
で
あ

る
。
而
し

て
そ

の
際
爲
替
取
引
そ
れ
自

身

に
封
し

て
は
何

等

の
干
渉
を
も
な
さ
な

い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
爲
替
管

理
は
直
接

の
手
段

に
よ

つ
て
、
爲
替
統

制
は
闇
接

の
手

段

に
よ

つ
て
同

じ
目
的

を
蓮
せ
ん
と
す

る

の
で
あ
る
。
故

に
爲
替
管

理

が
外
科
的
施

術
な
り
と
す
れ
ば
、
爲
替
統
制
は
内
科
的

治

療

な
り
と
い
ふ
こ
と
が
拙
來

よ
う
。

以
上

二
種

の
爲
替

政
策

の
申
爲
替
統
制
は
職
前

に
於

て
も
屡

々
各
國

に
よ

つ
て
行

は
れ
た

の
で
あ
る
が
、
爲
替
管
理
は
職
後

、

殊

に
最

近
二
年
問

に
始

め
て
重
要
な
る
意
義
を
有
し

て
來

た

の
で
あ
る
。
然

ら
ば
、
何

が
故

に
最
近

に
於

て
爲
替
管

理
が
世
界
的

流
行

と
な

り
て
來
た

の
で
あ
ら
う
か
。
叉
何
故
そ
れ
が
必
要

と
な

つ
て
來

た

の
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
問
題

に
封
す

る
解
答
は
同
時

に
爲
替
管
理

の
目
的
如
何

の
解
答

で
あ
る
。
故

に
私
は
次

に
後
者

に
封
す

る
答

の
形
式

を
以

つ
て
前
者

の
問
題
を
解
か
う
。

曇
、
駕
替
管
理
の
目
的

卑
見
を
以

つ
て
す
れ
ば
、
爲
替
管

理
の
目
的
は
凡
そ
四

つ
存
在
す

る
。
即
ち
、

一
は
金
準
備

の
擁
護

で
あ
り
、

二
は
爲
替
相

場

の
安

定

で
あ
り
、

三
は
資
本

逃
避

の
防

止
で
あ
り
、
最
後

に
貿
易

の
統

制

で
あ
る
。

以
下
そ

の
各

々
に
つ
い
て
詮
明
し

や
う
。

一
、
金
準
備

の
擁
護
。

欧
洲
大
職
前

世
界

の
主
要
諸
國
が
採

用
し

つ

」
あ

つ
た
本

位
制
度

は

い
ふ
迄

も
な
く
金
本

位
制

で
あ

つ
た
。
而
し

て
、
世
界

に

於

け
る
貨
幣
用
金
は

こ
れ
等

の
諸
國

の
聞

に
ほ

壁
そ

の
維

濟
力

に
慮

じ
て
配
分

せ
ら
れ
、
そ

の
國
際
的
移
動
は
主

と
し
て
経
濟
的



原

因

に
基

い

て
行

は
れ
た

の
で
あ
る
。
今
或

一
國

に
於
け
る
金

の
分
量
が
何

等
か

の
原
因

に
よ

つ

て
、
例

へ
ば
金
生
産

の
援

張

に

よ

つ
て
増

加
し
た
と
假
定
す
れ
ば
、
そ

の
國
が
純
然

た
る
金
本
位
國

で
あ
る
限
り

そ

の
國

の
通
貨
も
ま
た
之

に
磨

じ
て
或

程
度

の

膨
張

を
來

し
、
物
債
は
騰
貴

し
、
金
利
は
下
落
す

る
傾
向
を
有

し
た

の
で
あ
る
。
而

し

て
こ
の
二

つ
の
現
象

は
國
際
経
濟
上
に
於

て
輸
入

の
増
加
、
金

の
流
出

を
結
果

し
た

の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
職

前

に
於

て
は

一
二

の
國

が
そ
の
國

の
経
濟
力

に
比
し

て
不
相

當

な
る
過
剰

の
金
を
猫
占
す
る

と

い
ふ
こ
と
は
殆
ん
ど
不

可
能
で
あ

つ
た
。

世
界

の
金
は
自
然

に
金
本
位
諸
國
間

に
配
分

せ
ら
れ

・

て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
何

等
人
爲

の
策
を
侯

た
す

し

て
各
國

は
金
本
位
制
度
を
維
持
す

る
こ
と
が
出
來
た

の
で
あ

る
。
然

る

に
職
後

の
今

日
に
於

て
は

こ
の
金
分
布

の
自
然
的
調

和
は
根

本
か
ら
破

壊
せ
ら
れ

て
し
ま

つ
た

の
で
あ
る
。
而
し

て
世
界

に
於

け

る
貨
幣
用
金

の
大
牛
は

=

一
の
國

に
集
中
す
る

に
至

つ
た

の
で
あ

る
。

と

い
ふ

の
は
、
職
後

の
世
界

に
取
淺

さ
れ
た
る
職
債

並

に
賠
償
は
國
際

間

に
於

け
る
金
移
動

の
経

濟
的
法
則

に
逆
行

し
て
、
金
を

二
三
の
債
槽

國

に
偏
在

せ
し
め
た
か
ら

で
あ

る
。
蝕

に

於

て
、
少
数

の
債
模
國

以
外

の
諸

國
、
即

ち
貨
幣
用
金
を
捲
き
揚
げ

ら
れ

た
る
諸
國
は
金

本
位
制
を
糧
績

す
る
が
た
め
に
は
何

等

か

の
方
法

に
よ

つ
て
金

の
流
出
を
阻
止
し
、

以

つ
て
金
準
備

の
減
少
を
防
が
ね
ば
な

ら
ぬ
立
場

に
到

つ
た

の
で
あ
る
。
然

る

に

一

般

に
そ
の
原
因

の
如
何
を
問
は
す
外
國
爲
替
手
形

の
買
手
多
く
費
手
少
き
場
合

に
は
概

し
て
金

は
流
出
す

る
、
少
く

と
も
増
加
を

妨
ぐ

る

の
傾
向
を
有
す

る

の
で
あ

る
。

さ
れ
ば
各
國

は
金

の
國
外
流
出
を
防
止
し
、
出
來

得
可
く
ん

ば

流

入

を

も

計

り
、
以

つ

て
金
準
備
を
擁
護

す

る
が
爲
め

に
爲
替
管

理
を
行

ひ
、
外
國
爲
替

の
買
入
れ

に
種

々
な

る
取
締
を
な
す

に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
之

即

ち
金
本

位
國

に
爲
替
管

理

の
流
行
す

る
に
至

つ
た

一
つ
の
理
由
、
即
ち
爲
替
管
理

の

一
目
的
で
あ

る
。
例

へ
ば
、
凋
逸
、
伊
太

利

、

オ
ー

ス
タ
リ
ー
、

ハ
ン
ガ

リ
ー
、
ブ

ラ
ジ

ル
等

に
於

け
る
爲
替
管

理
は
多
分

に
か

、
る
色
彩
を
有
す
る

の
で
あ
る
。

二
、
爲
替
相
場

の
安
定
。

外
國
爲
替
響
理
の
綜
窺

一
一=



外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
二
二

上

述

の
目
的

は
主

と
し
て
金
本
位
制
を
維
持

せ
ん
が
爲

め
の
爲
替
管

理

の
目
的

で
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ

る
策
を
以

つ
て
し
て
も
伺

金

本
位
制
を
支
持

し
得
ざ

る
に
至

つ
た
諸

國
に
於

て
は
、
上
述

の
目
的

以
外

に
更

に
今

一
つ
薪
な

る
意
味

に
於
け

る
爲
替
管

理

の

必
要

に
迫

ら
れ

て
く
る

の
で
あ
る
。
之
即
ち
爲
替
相
場

の
安
定
策

と
し

て
の
爲
替
管
理

で
あ
る
。
周
知

の
如
く
、
金
本
位
國
間

に

於

け
る
爲
替
相
場

は
比
較

的
安
定
性
を
有
す

る
。
勿
論

こ
れ
ら
諸
國

間

の
爲
替
相
場
と
錐
も
そ

の
需
給

に
從

つ
て
法

定
亭
便

の
上

下

に
動

揺
を
繰
返
す

の
で
は

あ
る
が
、

こ
の
動
揺

に
は
所
謂

正
貨
輸
逡

黙

に
よ

つ
て
限
界

が
與

へ
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
然

る

に
、

一
國

が
金
本
位
制

を
停

止
し

て
不
換
紙
幣
國

と
な
る
時
は
貨
幣
と
金

と
の
法
的
連
鎖

は
切
断

せ
ら
れ
、
法
定
雫
債
算

出

の
基

礎

は
失
は
れ

て
し
ま
ふ
。

か

つ
叉
金

の
輸
出
禁

止

に
よ

つ
て
正
貨
輸
逡
窯
な
る
も

の
も
意
義

を
失

ふ
に
至

る
の
で
あ
る
。
從

つ
て

金
本
位
離
睨
國

の
爲
替
相
場
は
需
給

の
攣

化

に
俘

つ
て
常

に
動
揺

し

て
止
ま
な

い
の
で
あ

る
。

こ

斗
で
も
亦
理
論

上
は
購
買
力
亭

償

を
以
つ
て
そ

の
限
界
な
り

と

一
底

は
考

へ
る
こ
と
も
出
來
や
う
が
、
貿
易
以
外

の
理
由

に
基

づ
く
多

額

の
資
金

の
國
際
的
移
動

が
存
在
す

る
現
實

の
世
界

に
於

て
は
、

そ
れ
は
誠

に
か
弱
き
制
縛
な

り
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然

る

に
不
換
紙

幣
國

に
於
け

る
爲
替
相
場

の
不
安
定
は
そ

の
思
惑
的
投
機

取
引
を
誘
導
し
、

こ

の
投
機
取
引
は
ま
た
更

に
爲
替
相
場

の
動
揺

に
拍

車
を
與

へ
る

の
で
あ

る
。
即
ち
爾
者

は
互

に
因

と
な
り
果

と
な

つ
て
進
展
す

る

の
で
あ
る
。
而

し

て
こ
の
爲
替
相
場

の
動
旛

は
國
民
維
濟
上
百

害

あ

つ
て

一
利
な
き

現

象

で

あ

る
。
蓋

し
爲
替
相
場

の
動

揺
は
軍

に
輸
出
入
業

者

の
探
算

の
基
礎

を
失

は
し
め

る
許

り
で
は
な

く

、
そ
れ

は
ま

た
貿
易
品

の
債
格

の
動
揺
を
通

し
て
國
内
諸
商

品

の
債
格

の
動
猜

を
も
招
來

し
國
内
産
業

を
し

て
紳
経
質
的
な
ら

し

め
る
か
ら

で
あ
る
。
故

に
爲
替
相

場

の
安
定
な

き
と

こ
ろ

に

一
國
経
濟
生
活

の
安

定
な
し

と
い
ふ
も
過
言
で
は
な

い
。

蝕

に
於

て
金
本
位
停

止
國
は
外
國
爲
替

の
需
給

を
人
爲
的

に
調
節

し
以

つ
て
そ

の
動
揺
、
思
惑
を
防
止

せ
ん
と
努
め
る

の
で
あ

る
。
之
即

・ち
爲
替
管

理

の
第

二

の
目
的

で
あ
る
。



三
、
資
本
逃
遜

の
防

止

今

日
に
あ

つ
て
は
國
境
を
有

せ
ざ
る
も

の
は
猫
り
學
問
藝
術

の
み

で
は
な

い
。
資
本
も
ま
た
多
分

に
か

」
る
性
質
を
有
す
る

の

で
あ
る
。
國

籍
、
人
種

の
如
何

を
問

は
す
距
離

の
遠

近
を
厭

は
す

、
牧
釜
性

と
安
全
性

と
の
保
誰

さ
れ
た
と
こ
ろ

に
は
先
を
孚

つ

て
流
れ
込
む
と

い
ふ
の
が
資
本

の
性
向

で
あ
る
。
從

つ
て
、
大
職

の
前

た
る
と
後

た
る
と
を
問

は
す

、
國
際
投
資
な
る
も

の
が
多

量

に
存
在
し
た

の
で
あ
る
。
然

る

に
大
職

を
境

と
し

て
こ
の
國
際

投
資

の
性
質

は
非
常

に
攣
化
し

て
來

た

の
で
あ

る
。
即
ち
職
前

の
海
外
投
資

に
あ

つ
て
は
長
期

の
も

の
が
優
位
を

占
め

て
ゐ
た

の
で
あ
る
が
、
職
後

に
於

て
は
短
期
投
資

が
重
要
な

る
部
分

を
占

め

る
に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
何
故
然

ら
ば
か

玉
る
攣
化
が
生
じ
た

の
で
あ
ら
う
か
。
卑
見
を
以

つ
て
す
れ
ば
、
そ
れ

に
は
二

つ
の

理
由

が
存
在
す

る
。
そ

〇

一
は
信

用
制
度

の
破
壊

で
あ
り
、
そ

の
二
は
貨
幣
制
度

の
攣
遜

で
あ
る
。
職
前

は
所
謂
資
本

主
義

の
瀾

熟

期

で
あ

つ
て
資
本

は
到

る
塵
殊

に
後

進
國

に
於

て
高
度

の
牧
釜
性

と
安

全
性

と
が
約
束

せ
ら
れ

て
ゐ
た
が
た
め

に
、
海
外
投
資

は
好

ん
で
長
期

の
契

約

の
下
に
行

は
れ

た

の
で
あ

つ
た
。
然

る
に
、
職
後

に
於

て
は
、
世
界
的
不
況

の
た
め
に
牧

釜
性
は
低
下
し
、

信

用
制
度
破
壊

の
た
め

に
安
全
性

は
減

少
す

る
に
至

つ
た
。
蝕

に
於

て
、
海
外
投
資

は
萬

一
の
危
瞼

に
塵

す
る
た
め
短
期

の
形
態

を

と
る
に
至

っ
た

の
で
あ

る
。
加
之
、
金
爲
替
本
位
制

の
流
行

は
國
内

に
於
け

る
金
準
備

を
在
外

正
貨

と
し

て
海
外
諸
國

に
預
け

入

れ
し
む
る

の
傾
向
を
生

じ
た

の
で
あ
る
が
、
こ

の
在
外

正
貨
は
本
來

金
準
備

た
る

の
性
質
上
短
期

の
も

の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ
る
。

こ
れ
即

ち
職
後

に
於

て
短
期

の
海
外

投
資

の
増
加
し
た
る
所

以

で
あ
る
。
然

る
に
、
か

」
る
場
合
、
何
れ

か
の

一

國

に
政
治
上
、
肚
會

上
、
経
濟
上

の
不
安
が
獲

生
す

る
時
は
直

ち

に
外
來
資
本

の
引
揚
げ

が
生
す

る

の
は
理

の
當
然

で
あ

る
。
而

し

て
か

玉
る
突
然

の
引
揚
げ
は
翠

に

一
國
金
融
機

關

に
と

つ
て
許
り

で
は
な
く
、
引

い
て
は

一
般
産
業

に
と
つ
て
も

一
大
打
撃
た

る

こ
と
は
多
言
を
要
し
な

い
。
而
も

そ
の
際
外
來
資
本

の
み
が
蹄
還
す

る
の
は
止
む
を
得
す

と
す
る
も
、
世
界
交
通

の
獲

達

ぜ
る

外
國
爲
替
曾
理
の
綜
観

一
二
三



外
國
爲
替
響
理
の
綜
魏

一
二
四

今
日
に
於
て
は
國
境
な
く
愛
國
心
な
き
自
國
の
資
本
ま
で
も
が
、
母
國
の
難
を
後
に
し
て
諸
外
國

へ
逃
遜
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

さ
れ
ば
各
國
は
か
瓦
る
危
機
に
塵
す
る
の
策
を
講
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
資
本
逃
避
の
防
止
を
計
ら
ね
ば
な
ら

な

い
の
で
あ
る
。

然
る
に

一
般
に
資
本
逃
遜
は
現
在
並
に
將
來
の
危
瞼
よ
り
自
ら
を
脱
却
せ
ん
と
す
る
動
機
に
よ
つ
て
生
す
る
資
本
の
國
外
移
動

で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
は

]≦
碧
匡
巷

に
從
つ
て
次
の
四
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

a

資
本
の
所
有
者
が
内
國
貨
幣
を
外
國
に
現
邊
し
そ
こ
で
外
國
貨
幣
に
交
換
し
て
之
を
預
金
又
は
企
業
参
加
に
充
用
す
る
こ

と
。

h

資
本
の
所
有
者
が
内
國
に
於
て
爲
替
市
場
若
く
は
獲
雰
銀
行
に
つ
い
て
外
國
貨
幣
(外
貨
謹
券
若
く
は
正
金
)
に
党
換
し
、

之
を
預
金
或
は
企
業
参
加
に
充
用
す
る
こ
と
。

q

資
本
の
所
有
者
が
商
品
叉
は
勤
榮
を
外
國
に
積
逡
し
こ
の
費
上
手
取
金
を
そ
の
ま
、
外
國
に
留
め
て
預
金
叉
は
企
業
参
加

に
充
用
す
る
こ
と
。

義

資
本
の
所
有
者
が
内
國
に
於
て
從
來
内
國
人
の
所
有
に
属
し
た
る
外
貨
誰
券
若
く
は
外
貨
債
構
を
購
ふ
こ
と
。

故
に
資
本
の
海
外
逃
…避
を
取
締
る
が
爲
め
に
は
輩
に
金
の
輸
出
を
禁
止
す
る
許
り
で
は
な
く
、

一
歩
を
進
め
て
爲
替
管
理
を
も

行
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
之
即
ち
爲
替
管
理
の
第
三
の
目
的
で
あ
つ
て
、
爲
替
管
理
を
行
ふ
多
激
の
諸
國
が
主
た
る
目
標

と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

四
、
貿
易
の
統
制
。

欧
洲
大
職
は

一
九

一
八
年
を
以
つ
て
絡
局
を
つ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
來
れ
る
も
の
は
武
器
に
代
る
に
算
盤
の
世
界
市



場
箏
奪
職

で
あ

つ
た
。
職
後
既

述

の
理
由

に
よ
つ
て
生

じ
た
生
産
過
剰

に
悩

み

つ

、
あ
る
諸
國
は

こ
の
苦
憶

か
ら

の
脱
却

の
道

を

海
外
市
場

の
獲
得

に
求
め

ん
と
し
た
。

そ

の
結
果
各
國

は
輸
出

を
増
加

し
輸
入
を
減
少

ぜ
ん
が
爲

め
に
必
死

の
努
力
を
な
す

に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
例

へ
ば
保
護
關

税

の
引
上
、
輸
出
補
償
制
度

、
ダ

ム
ピ

ン
グ
等

々
は
何

れ
も

か

玉
る
努
力

の
現
れ

で
あ
る
。
然

る

に
、
此
等

の
手
段

は
通
商
條
約
、
最

恵
國
條
款
、
報
復
關
税
等

の
た
め

に
必
す

し
も
本
來

の
目
的
を
達
し
得

る
も

の
で
は
な

い
。

さ
れ
ば
、
諸
國
は
此
等

の
手
段

に
代

つ
て
、
或

ひ
は
そ
れ

と
相
並
ん

で
金
融

上

の
手
段

を
以

つ
て
間
接

に
貿
易
を
統

制

せ
ん
と
す

る

に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
例

へ
ば
輸

入
代
金

支
彿

の
常

軌
的
手
段

た
る
輸
入
爲
替

を

制
限

し

以

つ

て

闇
接

に
輸
入
を
制

限
統
制

し
、
或

は
故
意

に
爲
替
相

場
を
下
落

せ
し
め

て
間
接

に
輸
出
増
輸

入
減

を
計

ら
ん
と
す

る

の
で
あ

る
。
斯
く

の
如
く
爲
替
を
通
し

て
貿
易

を
統
制

せ
ん
と
す
る

の
が
爲
替
管

理

の
第

四

の
目
的

で
あ
る
。

之
を
要
す

る
に
、
爲
替

管
理

の
主
た

る
目
的

は
金
準
備

の
擁
護

、
爲
替
相
場

の
安

定
、
資
本
逃
避

の
防

止
、
貿
易

の
統
制

の
四

に
在
る

の
で
あ
る
。
勿
論

個

々
の
國
[に
於
け

る
現
實

の
爲
替
管

理

は
必
す
し
も
同
時

に
之

等
総

て
を
目
標

と
す

る

も

の

で

は
な

く
、
各
國

の
情
勢

に
基

い
て
そ

の

一
つ
、
或
は
二

つ
以
上
を
目
的
と
し

て
實
施

せ
ら
れ

つ

」
あ

る
こ
と
は

こ

」
に
特

に
注
意
す

る

の
必
要
は
な

い
で
あ
ら
う
。

四
、
駕
替
管
理
の
機
關
と
手
段

次
ぎ

に
順
序

と
し

て
上
述

の
諸

目
的
を
達
す
る

に
は
如
何

な
る
手
段

が
存
在
す
る
や
を
見

る

べ
き
で
あ

る
が
、
先

づ
そ

の
前

に

爲
替
管

理

の
機
關

に
つ
い
て
述

べ
よ
う
。

爲
替
管

理

の
圭
艦
は
何
れ

の
場
合
も
皆
國
家

で
あ
る
が
、
そ

の
實
行

の
掌

に
あ
た

る
と
こ
ろ

の
機
關
は
國

に
よ

つ
て
そ
れ
ぞ
れ

外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
二
五



外
…國
爲
替
H管
一塊
の
綜
蜘
剛

一
二
山ハ

異
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
別
す
れ
ば

三
と
な

る
、
其

一
は
大
藏
大
臣
又
は
総
督

が
監
督

取
締

の
任

に
當
る

の
で
あ

つ
て
、
例

へ

ば
英
國

(
但

し

一
九

三

一
・
九

・
一
=

日
か
ら

一
九
三
二

・
三

・
三
日
ま

で
)
、
伊
太
利
、
南

阿
が
之

に
属
す

る
、
其

二
は
中
央
銀

行

が
監
督
取
締
を
な
す
場
合

で
あ

つ
て
、

オ
ー

ス
タ
リ
ー
、

ハ
ン
ガ
リ
ー

、
ブ

ル
ガ

リ
ア
が
そ

の
例

で
あ
る
、
而

し
て
共

三
は
特

に
爲
替
管

理
委
員
會
、

叉
は
爲
替
管

理
局
を
設
け

て
之

に
實
施

の
構
限

を
與

へ
る
の
で
あ
る
、
猫
逸
、

ス
ペ
イ

ン
、
ト
ル

コ
、
ア

ル
ゼ

ン
チ

ン
、
チ
リ
ー

に
於

て
そ

の
例
を
見
る
こ
と
が
出
來

る
。
爾
爲
替
管

理
國

の
爲
替

取
引
機
關

に
樹
す

る
態
度
を
見
る

に
、

之

に
も
亦

三
通
り

の
異

る
態
度

が
あ

る
、
即
ち

一
は

一
般

に
從
來

の
爲
替
機
關
を
し

て
爲
替

取
引
を
な
さ
し
め
る
も

の
例

へ
ば
英

國

、
二
は
申
央
銀
行
並
び

に
特
定
銀
行

に
許
す

も

の
例

へ
ば
猫
逸

、
三
は
申
央
銀
行

を
し
て
猫

占
せ
し
め

る
も

の
例

へ
ば
、
ギ
リ

シ
ヤ
、

ラ
ト
ビ
ア

で
あ

る
。

撫

て
、
然

ら
ば
爲
替
管

理

の
方
法
手
段

に
は
如
何
な
る
も

の
が
あ
る
で
あ

ら
う
か
。
爲

替
管
理

の
手
段

は
そ
れ
が
金
本
位
國

な

り

や
不
換
紙
幣
國
な
り

や
に
從

つ
て
、
又
そ

の
目
的
が
何

れ
に
在
り
や

に
從

つ
て
非
常

に
多
様

で
は
あ
る
が
、
蝕

で
は
先

づ
そ

の

緩

な
る
も

の
よ
り
嚴
な

る
も

の

へ
の
過
程
を
四

ケ
の
段
階

に
分

つ
て
読
明
す
る

こ
と

に
し
や
う
。

第

一
段
階

最
も
緩
慢
な
る
爲

替
管

理

の
方
法

は
貿
易
並

に
海

外
族
行

上

の
必
要

に
基

づ
く
爲
替
取
組

み
は
之
を
自
由

に
放
任
し
、
そ
れ
以

外

の
目
的

の
た
め

の
爲
替

取
組

み
は
管

理
機
關
監
督

の
下

に
之

を
制

限
叉
は
禁

止
す

る

の
で
あ

る
。
而
し

て
こ
の
場
合
監

督
機
關

若

く
は
爲
替
機
關

が
果

し
て
現
實

の
需

要

に
基

づ
く
爲
替
取

引
な
り
や
否
や
を
制
断
す

る

に
當

つ
て
、
そ

の
材

料
と
な
る
も

の
は

多
く
商
業

會
議
所

の
誰
明
、
領
事

の
誰
明

、
税
關

の
書

類
、
船
荷
誰
券

、
逡
歌
、
輸
入
登
録
局

へ
の
豫
め

の
登
録
等

で
あ
る
。

こ
の
第

一
段
階

の
爲
替
管

理
は
、

一
九

三

一
年
九
月
廿

二
日
よ
り
翌
年

三
月
三
日
迄

の
英
國

に
於

て
そ

の
例

を
見
出
す

の
で
あ



る
。
今
當
時

の
英
國

に
於

け
る
管

理
令
を
見
れ
ば
、
「
當

分

ノ
間
外
國
爲
替

ノ
買
入
並

昌
直
接
若

ク

ハ
闇
接

二
外
國
爲
替

ノ
買

入
ヲ

目
的

ト

ス
ル
金
鏡

ノ
授
受

ハ
英
國

ノ
國
籍

ヲ
有

ス
ル
者

並

昌
聯
合

王
國
内

二
居
佳

ス
ル
私
人

二
樹

シ
テ
之

ヲ
禁

止

ス

但
右
外
國

　

　

　

爲

替
及
金
鏡

力

一
正
常

ノ
貿
易
上

ノ
需
要

二

一
九

三

一
年
九
月

二
十

一
日
以
前

二
存

シ
タ
ル
貿
易
上
ノ
債

務
三
適
當

ナ
ル
放
行
上

(

(

(

ノ
需
要
若

ク

ハ
其

他

ノ
個
人
的
需
要

ノ
目
的

ノ
爲

メ

昌
必
要

ナ
ル
場
合

ハ
此
限

二
在

ラ
ズ
」

と
規

定
し

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。

こ

の
第

一
段
階

に
於
け
る
爲
替
管

理

の
目
論
む

と
こ
ろ
は
正
當
な

る
貿
易

及
び
交

通
を
阻
害
す

る
こ
と
な
く
し

て
、
資

本

の
逃

へ

も

へ

遽
並
び
に
金
準
備
の
減
少
を
防
が
ん
と
す
る
に
在
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
資
本
逃
避
及
金
準
備
の
流
出
は
必
す
し
も
爲
替
手

ヤ

ヘ

へ

う

形

の
買
入
を
通

し

て
の
み
行

は
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
例

へ
ば
外
國
居
佳
者

を
し

て
逆
爲
替

を
振
出

さ
し
め
或

ひ
は
外
貨
誰
券
を

輸
出
し
又
は
信

用
歌
を
取

得
す

る
こ
と

に
よ

つ
て
も
生
す
る

の
で
あ

る
。
故

に
、

こ
の
段
階

に
於

て
更

に
よ
り
完
全

に
そ

の
目
的

を
蓮
す

る
が
た

め
に
は
逆
爲
替

、
信

用
歌
、
外
貨
誰
券
等

の
取
引

に
關

し
て
も
制
限
禁

止
を
な
す

の
必
要
が
あ

る
の
で
あ
る
。

扱

て
、
以

上

の
諸
手
段

を
並
び
行

ふ
と
き
は
溝

極
的
方
面
、
即
ち
貿
易
を
阻
害
す

る
こ
と
な
く
し

て
爲
替
管
理
を
行

ひ
得
る
と

い
ふ
窯

に
於

て
は
遺
憾
な
し

と
す

る
も
、
所
期

の
積

極
的
目
的

に
封
し

て
は
萬
全

の
策

と
は

い
ふ
こ
と
が
出
來
な

い
。
何

と
な
れ

ば
、
例

へ
ば
商
品

の
輸
出

に
よ

つ
て
獲
得
す

べ
き
代
金
を
國
内

に
同
牧

せ
・ず
し

て
之

を
海
外

に
留
め
、
以

つ
て
有
債
誰
券

を
買
入

れ
或

ひ
は
預
金
し
貸
付

け
る
こ
と
に
よ

つ
て
も
亦
資
本

は
逃

遜
し
金
準
備

の
増
加
は
阻
止

せ
ら
れ

る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
許
り

で

も

も

へ

は
な

い
、

と

の
段
階

の
爲
替
管

理
は
投
機
思
惑

に
よ

つ
て
將

來
生
す

る
恐
あ

る
資
本

逃
避
は
之
を
防

ぎ
得

る
と
し
て
も
、
既

に
過

へ去

に
於

て
逃
避

せ
る
資
本

に
封

し
て
は
全
く
無
力
な

の
で
あ
る
。
故

に
、
此
等

に
封
す

る
策

と
し

て
爲
替
管

理
は
更

に
次

の
段
階

に
進

ま

ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

第

二
段
階

外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
二
七



外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
二
入

監

督
機
關

が
輸
出
者

に
は
輸
出

に
よ

つ
て
取
得
す

べ
き
外
貨
資
金

の
、

一
般
銀
行
會
就
個
人

に
は
海
外

に
有
す

る
外
貨
資

金
並

に
國
内

に
有
す

る
外
貨
誰
券

の
、
内
容
金

額
及
び
そ

の
虚
置
等
を
明
細

に
報
告

せ
し

め
、
必
要

に
懸

じ

て
此
等

の
張
制
買
上
を
な

し
若
く
は
課
税
を
行

ふ
の
で
あ
る
。

こ

の
方
法
は
例

へ
ば
猫
佛

の
採
用
す
る
と
こ
ろ

で
あ

つ
て
、
猫
逸
は
張
制
買
上
を
、
佛

蘭
西
は
課
税
を
な
す

の
で
あ

る
。
而
し

う

へ

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
此
種

の
爲
替
管

理
は
在
外
資
金

の
國
内
還
流
を
促
す

と
同
時

に
貿
易

の
形
式

を
以

つ
て
す
る
資

本

の
逃
避
、
即
ち
無
爲
替

輸
出

を
取
締

る

に
効
を
有
す
る

の
で
あ
る
。
併

し
乍
ら
、
更

に

一
歩

を
進

め

て
考

へ
る
な
ら
ば
、
以
上

に
よ

つ
て
も
侮
貿
易

の
形
態

を

以

つ
て
す

る
資
本
逃
避
を
完
全

に
防

ぎ
得
た
り
と
は

い
ふ
こ
と
が
出
來
な

い
、
と

い
ふ

の
は
見
越
輸
入

に
ょ

つ
て
互
額

の
資
本

や

金
準
備

や
が
流
出
し
得

る
か
ら
で
あ
る
。
故

に
、
爲
替
管

理
は
更

に
段
階
を
進
め

て
之

の
方
面

の
取
締
を
な
す

と
同
時

に
貿
易
統

制

を
も
目
論

む

の
で
あ
る
。

第

三
段
階

こ

、
に
薦
す

る
も

の
は
輸
入
爲
替

取
組

の
制
限
叉
は
禁

止

で
あ
る
。
但

し
、
注
意
す

べ
き
は
輸
入
爲
替

の
制
限
禁

止

と
輸
入
そ

の
も

の

玉
制

限
禁
止
と

は
全
然
異

る
二

つ
の
概
念

で
あ
る
と

い
ふ
こ
と

で
あ

る
。
前
者

は
爲
替
管

理
で
あ

る
が
、
後
者

は
貿
易
管

理

で
あ
る
。
今

爾
概
念

の
相
違

を
具
艘
的

に
示
す
な

ら
ば
、
例

へ
ば
輸
入
禁

止
に
あ

つ
て
は
勿
論
禁

止
さ
れ
た

る
商

品
は
絶
封

に

國

内

に
入

る
を
許

さ
れ
な

い
の
で
あ
る
が
、
輸
入
爲
替

の
禁

止

に
あ

つ
て
は
そ

の
商
品

の
國
内
輸

入
は

一
向

さ
ま
た
げ
な

い
の
で

あ
る
が
、
た

讐
そ
の
代
金
を
支
佛

ふ
に
當

つ
て
爲
替

を
利
用
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
浩
し
も
在
外
取
引
先

が
信

用

を
與

ふ
る
な
ら
ば
商
品
は
遠
慮

な
く
輸
入

さ
れ

る
の
で
あ
る
。
之

を
磐

ふ
る
な
ら
ば
、

一
商

品

に
就

い
て
輪
入
禁

止
あ

つ
て
輸
入

爲
替

の
禁

止
な
き
は
恰
も
金
を
斯
持
す

る
放
蕩

兇

に
禁

酒
を
命
・ず
る
が
如
く

で
あ
り
、
輸
入
爲
替

の
禁

止
あ

つ
て
輸
入

の
禁

止
な



き
は
酒
手

を
捲

き
揚
げ

て
彼
を
自
由

に
放
任
す
る
が
如

く

で
あ
る
。
故

に
も
し
も
彼

に
信

用
を
與

ふ
る
酒
場

が
あ
る
な
ら
ば
勝
手

に
酒

を
飲

む
こ
と
も
出
來
る

の
で
あ
る
。

勿
論

現
實

に
於

て
は
爾
者
は
互

に
關

聯
し

一
方

は
他
方

に
反
映
す

る
の
で
あ
る
、
さ
れ
ば

こ
の
輸
入
爲
替

の
制

限
禁

止

に
際

し

て
各
國

は
そ

の
態
度

に
多
分

の
貿
易
統
制

の
色
彩
を
示
め
す

の
で
あ

る
。

い
ま
こ
れ
ら

の
態
度
を
類
別
す
れ
ば
、

一
、
或
種

の
商

晶
例

へ
ば
奢
修
品
輸
入

の
決
濟
を
目
的
と
す

る
外
國
爲
替

の
交
付
を
禁

止
す
る
も

の
(
ブ

ル
ガ

リ
ヤ
)
、
二
、
貿
易

商
叉
は
爲
替
機

關
を
し

て
輸
出

に
ょ

つ
て
得
た
る
金

額
乃

至
爲
替

を
限

つ
て
、
若

し
く
は

そ
の

一
定

の
割
合

を
限

つ
て
輸
入
爲
替

の
取
組

を
許
す

も

の
(
ユ
ー

ゴ
ー

ス
ラ
ビ
ア
)
、
三
、
貿
易
商
叉
は
爲
替

機
關

を
し

て
毎

月

一
定
額
を
限

つ
て
輸
入
爲
替

の
取
組

を
許
す

も

の

(
猫

逸
)
、
四
、
原

料
晶
必
要
品
等

に
封
し

て
輸
入
爲
替
取
組

の
優
先
椹

を
與

へ
る
も

の
(
オ
ー

ス
タ
リ
ー
、
デ

ン
マ
ー

ク
)
、
等

で
あ
る
。

以
上
述

べ
來
り
た
る
各
種

の
方
法

は
既
述

の
爲
替
管

理

の
目
的
申

一
、
三
、
四
を
主
た
る
目
標

と
し

て
有

す
る

の
で
あ

る
。
勿

論
此
等

の
方
法

と
難
も
爲

替

の
需
給

を
調
節

す

る
こ
と

に
よ

つ
て
間
接

に
相
場
を
指
導

し
安
定

せ
し
む

る
の
効

は
有
す

る
も
、

そ

れ

ら
は
ど
こ
ま

で
も
爲

替
相
場

の
調
節

に
封

し

て
は
間
接

で
あ
り
廻
り
途

で
あ
る
。
鼓

に
於

て
爲
替
相

場
を
直
接
管

理
す

る
が
た

め

に
は
更

に
他

の
段
階

に
達

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

第

四
段
階

法
令

に
よ

つ
て
爲

替
相

場

の
公

定
を

な
す

の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
多
歎

の
爲
替

銀
行

が
並
存
す
る
時

は
法
律

を
以

つ
て
相
場

を
公

定
す
る
も
、
果
し

て
實
際
上

こ
の
相

場

に
よ

つ
て
取
引

が
行
は
れ

る
や
否
や
は
疑
問

で
あ
る
、
否
多
く

の
場
合

そ
れ
は
殆
ん

ど
不
可
能

で
あ

る
。
敏

に
於

て
こ
の
段
階

に
達
す

る
と
き
は
多
く
爲

替
取
引
は

一
機
關

に
統

一
せ
ら
れ

猫
占
せ

ら

れ

る

の

で

あ

る
。
而
し

て
こ
の
爲
替
取
引

の
猫
占
機
關

は
(
イ
)
金

の
現
逡
、
(
ロ
)
外
貨
誰
雰

の
動
員
、
(
ハ
)
在
外
資
金

の
動
員

、
(
二
)
ク

レ
デ

外
國
爲
替
管
理
の
綜
魏

一
二
九



外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
三
〇

イ
ツ
ト
の
設

定
等

に
よ

つ
て
爲

替
資
金
を
獲
得

し
、
爲
替

の
費
買

に
慮

じ
以

つ
て
公
定
相
場

の
維
持

に
努

め
る

の
で
あ
る
。

現
在

の
猫
逸
は
既

に
こ
の
段
階

に
在

る
も

の
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。

以
上
は
爲

替
管

理

の
目
的
、
機
關

、
手
段

に
關
す
る

一
般
的
叙
述

で
あ

る
が
、
次

ぎ
に
吾
國

に
於
け
る
爲
替
管

理
に

つ
い
て
槍

討

を
試

み
よ
う
。

五
、
我
が
國
に
於
け
る
駕
替
管
理

昭
和
六
年

十
二
月
十
三
日
金
再
禁

止
以
來

吾
國

の
爲
替
相
場

は
豫
想

以
上

の
齪
高

下
を
繰
返
し

つ

玉
も
次
第

に
崩
落
す
る

に
至

つ
た
。
即

ち
金
再
禁

止
前

に
於

て
は
四
九
弗

六
六
(
十
二
月
六
日
)
を
維
持
し

て
ゐ
た
紐
育

圓
爲
替
相
場
は
次
第

に
下
向

し
、

五
、

六
月
に
は
漸

く

三
十
弗
毫

を
保
持
す

る

の
欺
態

を
呈
し
た

の
で
あ

る
。
而

し
て
こ

の
爲

替
相
場

の
動
旛

と
低
落

と
は
投
機

思
惑
を

刺
戟
し
見
越

輸
入
を
助
長

し
、
釜

々
國
際

牧
支
を
悪
化
す

る

の
傾
向
を
有
し
た

の
で
あ
る
。
加
之
、

昨
春
來
漸
く
繭

し
た
イ

ン
フ

レ
ー

シ

ヨ
ン
要
豊

の
叫

び
は
日
銀
保
誰
準
備

の
損
張

と
相
侯

つ
て
資
本

逃
遜

を
促

が
す

に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
蝕

に
於

て
政
府

は

六
月

三
十

日
資
本
逃
避
防

止
法

の
名
を
以

つ
て
爲
替
管

理
法
を
布
告
し
、
吾
國

も
ま
た
爲
替
管

理
國

の

一
に
仲
間
入
り
す

る
こ
と

曳
な

つ
た

の
で
あ
る
。
故

に

一
般

に
爲
替
管

理

の
目

的
が
金
準
備

の
擁

護
、
爲
替
相
場

の
安
定
、
資

本
海
外
逃
避

の
防

止
、
貿
易

の
統
制

に
在

る
も

の
と
す
る
な
ら
ば
、
昨
年
制

定

さ
れ
た
る
吾
國

の
爲
替
管
理
は
主

と
し

て
第

二
、
第

三
を
目
標
と
す
る
と

い
ふ

こ
と
が
出
來
る

の
で
あ
る
。
然

ら
ば
そ
れ

は
如
何
な
る
内
容

を
有
す

る
で
あ

ら
う
か
。
今

そ

の
主

た
る
條
文
を
引

用
す
れ
ば
次

の

如
く

で
あ

る
。

第

一
條

政
府

ハ
内
外
ノ
情
勢

一噌
依
り
資
本
ノ
内
外
移
動
チ
取
締
ル
爲
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
命
令
チ
以
テ
外
國
通
貨
及
外
國
爲
替
ノ
蜜
買
、
外



國

二
響
ス
ル
逡
金
、
外
國
涌
貨
チ
以
テ
ス
ル
預
金
取
引
及
貸
借
、
外
國
涌
貨
衷
示
ノ
謹
雰
其
ノ
他
ノ
債
権
ノ
費
買
及
輸
入
並

二
外
國
屠
住
者

コ
欝
シ
信
用
ヲ
與
フ
ル
行
爲
チ
禁
止
叉
ハ
制
限
入
ル
コ
ト
チ
得

第
二
條

政
府

ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
班

二
依
り
前
條
ノ
禁
止
叉
ハ
制
限
二
關
係
ア
〃
事
項
二
付
報
告
チ
徴
シ
叉
ハ
帳
鐘
其
ノ
他
ノ
検
査
チ
行
フ
コ
ト

チ
得

第
三
條

政
府

ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
外
國
通
貨
外
國
爲
替
叉

ハ
外
國
樋
貨
衷
示
ノ
謹
雰
其
ノ
他
ノ
債
機
チ
有
ス
ル
者

二
劉
シ
之
チ
日
本
銀

行
其
ノ
他
政
府
ノ
指
定
λ
ッ
者

二
費
却
ス
ベ
キ
コ
ト
チ
命
ズ
ル
コ
ト
チ
得

前
項
ノ
費
却
債
額

ハ
外
貨
評
便
委
員
會
ノ
定
ム
ル
所

二
依
ル

外
貨
評
債
委
員
會
ノ
組
織
及
構
限

ハ
勅
令
チ
以
テ
之
チ
定
ム

以
上

に
よ

つ
て
知
り
得

る
如
く
本
法

は
政
府

に
廣

汎
な
る
構
限
を
與

へ
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
從
來

の
法
律

と
は
梢

そ

の
形
式

を
異

に
し
、
必
要
な

る
場
合
命
令

に
よ
つ
て
始

め

て
そ

の
樺
限
を
實
施

し
得
る

の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
政
府

の
命
令
が
獲

せ
ら
れ

ざ
る
限
り
本
法

の
み
で
は
未
だ
爲
替
管

理
實
施

の
範

園
を
知

る
こ
と
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
政
府
は
本
法

に
基

い
て
七

月

一
日
大
藏
省
令
第

十
二
號

「
資
本
逃
避
防
止
法

一一
基

ク
命
令

ノ
件
」

同
十
三
號

「
資
本
逃
避
防

止
法

昌
關

ス
ル
施
行
手
績
」

を

公
布
し
具
艦
的
規
定
を
な
す

に
至

つ
た

の
で
あ

る
。

い
ま
此
等

の
規
定
を
通
し

て
吾
國

の
爲
替
管

理
の
範

園
を
見

る
に
大
艦

に
於

て
猫
逸

の
そ
れ
を
踏
襲
す

る
も

の
で
あ

つ
て
、
禁

止
事
項

と
制

限
事

項
と
を
規
定
し
、
大
藏
大
臣
自
か

ら
監

督
取
締
り

の
任

に
當

り
、
そ

の
た

め
に
申
告
義
務
を

一
定

の
者

に
員
は

し
む
る
と
同
時

に
槍
査

の
み
な
ら
す
強
制
買

上

の
灌

を
も
有
す

る
の
で
あ
る
。

い
ま
之
等

の
詳
細

を
見
れ
ば
左

の
如
く
で
あ
る
。

一
、
禁

止
事

項

a

資
本

を
外
國

に
移
す
目
的
を
以
て
す

る
外
國

へ
の
邊
金
、
外
國
遡
貨

の
買

入
及
外
國
爲
替

の
買

入
1

こ
」
に
規
定

さ
れ
た

ヘ

へ

る
三
行
爲

は
資
本
を
外
國

に
移
す
場

合

に
限

つ
て
禁

止
さ
れ

る
の
で
あ
る
、
從

つ
て
銀
行

、
會
枇

、
個
人
等
が
経
常
的

に
海

外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

=
一=



外
國
爲
替
響
理
の
綜
観

一
三
ニ

ヘ

ヘ

へ

あ

外
に
於
て
要
す
る
資
金
を
支
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
本
項
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
叉
資
本
を
外
國
に
移
す
と
は
翠
に

ヘ

へ

そ

の
逃
遜

の
み
な
ら
す

投
下
を

も
含
ま

し
む
る

の
が
該
法

の
精
沸

で
あ
る
。

而
し
て
本

項
に
は

二
つ
の
例
外

が
認

め
ら
れ

て
ゐ
る
。
即
ち

一
は
大
藏
大
臣

の
許
可
を
受
け
た
場
合

で
あ
り
、
二
は
邦
貨

の
張
制
通
用
力

を
有
す

る
地
域
、
例

へ
ば
關
東
洲
、
滞
鐵
附

屡
地

に
於
け

る
投
資

の
た
め
該

地
方

へ
逡
金
す

る
場

合
が
そ
れ

で
あ
る
。

L

外
國
通
貨
を
以

つ

て

す

る

本
邦
内

の
預
金
取
引
及
溝
費
貸
借
ー

こ

玉
で
も
亦
大
藏

大
臣

の
許

可
あ

る
場
合
は
例
外

と
す

る
。

二
、
制
限
事
項

(
即

ち
事
前

に
大
藏

大
臣

の
許

可
を
要
す
る
事

項
)

乱

外
貨
誰
券

の
買
入
i

蝕

に

い
ふ
外
貨
誰
雰
と
は
外
國
通
貨

を
以

つ
て
表
示
し
た
る
公
債
、
就
債
、
株
式

の
三

で
あ

る
、
從

つ
て
利
札
、
配
當
誰

の
費

買
は
自
由
な

の
で
あ
る
。
本

項

の
例
外
は
次

の
三
で
あ
る
。
即
ち
、

一
本
令
施
行

の
際

既

に
國
内

に
在

る
外
貨
誰
雰

の
買
入
、
二
大
藏

大
臣

の
許
可
を
得

て
輸
入
し
た

る
外
貨
誰
券

の
買
入
、

三
法
人
以
外

の
外
國
人
が
在
外

資

金
を
以

て
す

る
外
貨
誰
雰

の
買
入
。

h

外
貨
誼
券

の
輪
入
-

本
邦
内

に
支
梯
地
を
有
す

る
外
貨
誰
券

の
支
梯

を
受
く

る
爲

支
彿
期
日
前

三
ケ
月
内

叉
は
支
彿
期

日

後

に
輸
入
す

る
場
合

は
例

外
で
あ

つ
て
制

限
を
受
け
な

い
の
で
あ
る
。

c

外
貨
就
債

の
畿
行
-
本

項
は

一
見

恰
も
外
資
輸
入

の
制

限

の
如
く
考

へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
將
來

に
於
け

る
元
利
金

の

支
佛

は
國
際
牧
支

の
悪
化

の
因

と
な

る
が
故

に
こ
の
織
を
考
慮

し

て
こ

、
に
規
定
し
た
る
も

の
玉
如
く

で
あ

る
。

三
、
強
制
買
牧
櫨



大
藏
大
臣
は
随
時
外
國
通
貨
、
外
國
爲
替
、
外
國
通
貨
を
以
て
す
る
預
ケ
金
貸
付
金
又
は
外
貨
澄
券
を
有
す
る
者
に
封
し
て
自

ら
之

を
塵
分
す

べ
き

こ
と
叉
は
日
本
銀
行
其
他
大
藏

大
臣

の
指
定
す

る
者

に
費
却
す

べ
き

こ
と
を
命
す

る
こ
と
が
出
來

る
。

但
し
業

務
上
其
他

正
當
な

る
理
由

に
基

い
て
之
等
を
有
す

る
も

の
と
認
め
た
場
合

は
例
外

で
あ
る
。

四
、
報
告
義
務

本

令

に
よ

つ
て
大
藏
大
臣

に
報

告
を
な
す

べ
き
義

務
を
員

ふ
者
、
事

項
及
時
期
は
次

の
如
く

で
あ
る
。

(
報

告

義

務

者
)

翫

外

國

爲

替

業

者

観c.d.'e
.

謹
雰
の
費
買
叉
に
媒
介
な
主
六
ろ
業

と
す

ろ
者

本
令
施
行
の
際
本
邦
内
叉
は
外
國
に

於

て
其
債
額
干
圓
相
當
額
以
上
の
外

國
通
貨
、
外
國
爲
替
、
外
國
懸
貨
な

以
て
す

ろ
預

ケ
金
若
く
は
貸
付
金
叉

ば
外
貨
謹
券
な
有
す
る
者

本
令
施
行
後
前
項
の
物
件
な
取
得
叉

ば
喪
失
し
t
る
者
但
し
償
額
が
千
圓

相
當
額
,以
上
に
蓮
し
六
る
場
合

本
令
施
行
の
際
外
國
懸
貨
な
以
て
表

示
し
た
る
千
圓

相

當
額

以
上

の
祉

優

、
預
り
金
、
借
入
金
等
の
債
務
な

有
す
る
者

(
報

告

事

墳
)

外
國
貿
易
關
係
た
る
こ
と
な
謹
す
べ

き
書
類
な
俘
ば
ざ
る
外
國
爲
替
の
費

冒
ハ及
濠
約
、
外
…図
へ
の
逡
金
、
外
國

よ
覇
の
取
立
金
及
信
用
駿
の
襲
行

外

貨
読

雰

の

費

買

並

に

媒

介

金

額
、

所

有

の

理

由

等

金金

額

、

種

額

、

種

別別

(報

告

時

期
)

翌

月

申

翌

月

中

本
令
施
行
後

一
箇
月
内

海
外
支
店
の
分
は
報
告
到
着
後

逞
滞
な
く

翌

月

申

海
外
支
店
の
分
は
前
項
に
同
じ

本
令
施
後

一
箇
月
内

海
外
支
店
の
分
に
同
上

外
國
爲
替
響
理
の
綜
観

一
三
三



£9
。

外
國
爲
替
瞥
理
の
綜
魏

前
項
の
債
務
な
薪
に
資
据
し
叉
ほ
免

れ
た
る
者
但
し
儂
額
が
千
圓
相
當
額

以
上
に
達
し
た
る
場
合

大
藏
大
臣
の
許
可
な
得
て
外
貨
謹
券

な
輸
入
し
れ
る
者

金

額
、

種

別

等

謹
舞
の
名
購
、
総
額
、
外
貨
別
、
許

可
演
輸
入
鐙
明
書
の
番
號
等

一
三
四

翌

月

中

海
外
支
店
の
分
は
同
上

輸
入
後

一
箇
月
内

爾
大
藏
大
臣
は
本
規
定
以
外
の
事
項
及
人
を
し
て
特
別
の
報
告
を
徴
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

五
、
検

査

権

大
藏
大
臣
は
必
要
に
鷹
じ
て
官
吏
を
し
て
何
人
に
覇
し
て
愚
前
述
の
禁
止
、
制
限
に
關
係
あ
る
事
項
に
つ
い
て
帳
簿
其
他
の
槍

査
を
な
す
灌
限
を
有
す
る
。

へ

以
上
は
昨
年

六
月
三
十

日
制
定

さ
れ
た
る
吾
國
資
本
逃
遜
防
止
法
及
び
之

に
基
く

政
府

の
命
令

に
よ
る
爲
替
管

理

の
大

要
で
あ

る
が
、
然

ら
ば
過
去
十

ケ
月
間

に
於

て
そ
れ
は
果
し

て
如
何

な
る
實
績
を
あ
ら
は
し
た
で
あ
ら
う

か
。
吾
國

の
爲
替
相
場

は
七
月

以
來
十

一
月
ま

で
績
落

し
十

一
月
上
旬

に
は
途

に
二
十
弗
墓

に
迄
達
し
た

の
で
あ

る
が
、
其
後

國
際
關
係

の
瞼
悪
、
財

政

の
不
安

等

あ
る

に
も
拘

ら
す
大
禮

に
於

て
二
十
弗

乃
至
二
十

一
弗
を

往
來

し
、
最

近

に
至

る
ま

で
大
な
る
動
揺

を
示
さ
な

い
の
は
主
と
し

て
資
本
逃
避
防

止
法

の
力

に
よ
る
も

の
と
見

て
差
支
は
な

い
で
あ

ら
う
。
併

し
乍

ら
、
昨
年
下
牛
期

に
於

て
叉
今
年

に
入

つ
て
以

來
も
吾
國

の
國
際

牧
支
が
改
善
せ
ら
れ
輸
出
貿
易

が
非
常

に
増
加
し
た
る

に
も
拘

ら
す
、
爲
替
相
場

の
上

に
何
等

こ
の
實
勢

が
反

映

し

て
來

な

い
と

い
ふ
事
實

は
、
上
述

の
諸
規

定
を
以

つ
て
し

て
も
尚
資
本
逃
遜

の
抜
穴
が
存
在
し
か

つ
思
惑
取
引

が
ひ
そ
か
に

行

は
れ

つ

玉
あ
る

こ
と
を
想
像

せ
し
め
る

の
で
あ
る
。
果

し
て
吾
國

の
資
本
逃
遜
防
止
法
は
直
接

の
方
法

に
よ
る
資

金

の
國
外
移

動

を
取
締

る
に
は
嚴
な
る
も
、
貿
易
其
他
通
常
取
引

の
形
式

を
以

つ
て
す

る
資
金

の
移
動

、
例

へ
ば
無
爲
替
輸
出
、
見
越
輸
入
を



取
締

る
に
は
全
く
無
力

で
あ
り
、
爲

替

の
思
惑
取
引
に
封
し

て
は
微
力

な

の
で
あ

る
。
敏

に
於

て
去

る
六
十
四
議

會
は
此
方
面

の

取
締
を
な
す

と
同
時

に
、
國
際
維
濟
職

の
推
移

に
懸

じ
て
將
來
必
要
と
な
る

こ
と
あ
る
べ
き
貿
易

の
統
制

に
も
備

へ
ん
が
た
め
に

新

に
全
般
的

な
る
爲

替
管

理
法

を
制
定

し
、
以

て
之
を
資
本
逃
遜
防
止
法

に
代

ら
し
め
た

の
で
あ
る
。

先

づ
去

る
三
月
二
十
八
日
附
を
以

て
公
布

さ
れ
た
る
外
國
爲
替
管

理
法

を
見

る
に
、
政
府

は
命
令

に
よ

つ
て
次

の
十
項
を
禁

止

文

は
制

限
す

る

こ
と
が
出
來

る
。
即
ち
、

ヘ

へ

幽
、
外
國
通
貨
又
は
外
國
爲
替
の
取
得
又
は
庭
分
ー
資
本
逃
遜
防
止
法
に
於
て
は

「
外
國
通
貨
及
外
國
爲
替
の
費
買
」
と
規
定

も

へ

も

へ

さ
れ

て
ゐ
た

の
で
あ
る
が
、

こ

玉
で
は

「
取
得
叉
は
庭
分
」
と
な

つ
た

の
で
あ

る
。
從

つ

て
交

換
、
贈
與
等
有
償

無
償

の
あ

ら

ゆ
る
譲
渡
を
取
締

り
得

る
の
で
あ
る
。

二
、
通
貨
、
金

地
金
、
金

の
合

金
若

は
金
を
主
た
る
材
料

と
す
る
物

の
輸
出
並

に
金
貨
幣

の
鋳
潰

叉
は
殿
傷
-
本

項
は
金
再
禁

止

の
際

及
び
そ

の
後

の
大
藏
省
令

に
よ

つ
て
既

に
取
締

ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
更

に
そ

の
罰
則

を
嚴
重
な
ら
し
む
る
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

め
改
め

て
こ

」
に
規
定

さ
れ
た

の
で
あ
る
。
但

し
以
前

の
輸
出
取
締
省
令

で
は
金
貨
幣

と
あ
る
を
通
貨

に
、
叉
金
を
主
た
る

欝

ど
参

響

と
あ
る
を
盒
郵

馨

稗
紳
ど
引
謬

に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
前
者
は
イ
ン
フ
Y

シ
ヨ
ン

時

代

の

マ
ル
ク
、

ル
ー

ブ

ル
紙

幣

に
そ

の
例
を
見

る
が
如

き
圓
紙
幣

の
國

外
持
出
を
取
締

る
が
た
め

で
あ
り
、
後
者

は
例

へ

ば

王
水
の
如

き
金
を
溶
し
た
液
罷
を

も
取
締
り
得
る
が
た
め
で
あ
る
。

三
、
前

二
項

に
該
當

せ
ざ
る
方
法

に
よ
る
外
國

へ
の
邊

金
-
前

二
項
は
海
外
逡
金

の
普
通

の
方
法

で
あ

る
が
、
そ

の
他

に
法
網

を

潜
ら
ん
と
す

る
方
法

が
な

い
と
は
言

へ
な

い
、
例

へ
ば
海

外

に
支
店
を
有
す

る
銀
行
、
會
就

の
内
部

に
於

て
帳
簿
上

の
付

替

叉

は

「
冠
内
ド

ラ
フ
ト
」

に
ょ

つ
て
も
逡
金

が
行

は
れ
る

の
で
あ
る
。

か

玉
る
場
合

に
塵
す

る
爲

め
に
設
け
ら
れ
た

の
が

赫
國
爲
替
管
哩
の
綜
魏

一
三
五



外
國
爲
替
管
理
の
綜
魏

一
三
六

本
規
定

で
あ

る
。

四
、
外
國

に
於

て
爲

し
た

る
委
託

に
基

き
本
邦
内

に
於

て
爲
す
支
彿
-
逆
爲
替

の
方
法

に
よ

つ
て
在
外
資

金
を
作

る
場

合
は
本

項

に
よ

つ
て
取
締

ら
れ
る

の
で
あ
る
。
資

本
逃
避
防
止
法

に
は
な
か

つ
た
規

定
で
あ
る
。

五
、
外
國
爲
替
相

場

の
取
極
-

今
吹

の
爲
替
管

理
法

に
於

て
最
も
重
大
な
る
事

項

の

一
つ
で
あ

つ
て
、
之

に
基

き
政
府

は
外
國

爲
替
相
場

の
公
定

て
ふ
極
端
な

る
管

理
を
も
行

ひ
得

る

の
で
あ

る
。

六
、
外
貨
誰
雰
、
債
権
及

び
債
務

の
取
得

又
は
庭
分
ー

以
前

の
取
締
規

定
に
於

て
も
存
在
し

た
も

の
で
あ

つ
て
、
資
本

逃
遜
防

止
法

に
謂

ふ
所

の
外
國
通
貨

を
以
て
す

る
預
金
取
引
及
貸
借

は
本
規
定

に
よ

つ
て
取
締

ら
れ
る

の

で
あ
る
。

七
、
信

用
欣

の
獲
行

叉
は
取
得
i
敏

に
謂

ふ
信

用
歌
は
軍

に
騰
業
信

用
駅

の
み
な

ら
す

族
行
信

用
状
を

も
意
味
す

る
。
前
者
を

.取
締

る
こ
と

に
よ
つ
て
間
接

に
貿
易
統
制
を
も
行

ふ
こ
と
が
出
來

る
。

ま
た
後
者

の
制

限
禁

止
に
よ

つ
て
從
來
屡

々
行

は
れ

た

と
こ
ろ

の
信

用
…状

の
取
溝

に
よ
る
爲
替
相
場

の
思
惑
を
防

止
す

る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ
る
。

八
、
外
國
居
佳
者

に
信

用
を
與

ふ
る
行
爲
ー
本

項
は
既

に
資
本
逃
避
防
止
法
中

に
規
定

さ
れ

て
ゐ
た
も

の
で
あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

丸
、
誰
雰
の
輸
出
叉
は
輪
入
ー
蕾
大
藏
省
令
十
二
號
に
於
て
は
外
貨
誰
雰
の
輸
入
が
禁
止
事
項
の

一
で
あ
つ
た
が
、
此
度
は

一

般
の
謎
券
の
輸
入
の
み
な
ら
す
輸
出
を
も
取
締
り
得
る
。
蓋
し
圓
安
見
越
に
よ
る
圓
貨
誰
雰
の
海
外
流
出
を
防
ぐ
が
爲
め
で

あ
る
。

十
、
債
額
の
全
部
叉
は

一
部
に
付
外
國
爲
替
を
取
組
ま
ざ
る
貨
物
の
輸
幽
ー
資
本
逃
避
防
止
法
の
下
で
は
公
然
に
行
は
れ
た
る

全
部
又
は

一
部
の
無
爲
替
輸
出
を
取
締
る
た
め
に
薪
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

倫
本
外
國
爲
替
管
理
法
に
於
て
前
記
第
五
項
と
共
に
見
逃
す
ぺ
か
ら
ざ
る
重
要
事
項
は
そ
の
第
三
條

「
政
府
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル



所

幽
依

り
外
國
爲
替

二
關

ス
ル
取
引

ヲ
月
本
銀
行
其

ノ
他
政
府

ノ
指
定

ス
ル
者

ヲ
相
手

方

ト

ス
ル
場
合

二
限
定

ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」

と

い
ふ

一
規
定

で
あ

る
。
若

し
こ

の
規
定

が
實

行

さ
れ

る
な
ら
ば
、
爲
替
業
務
を
集

申
し
統

一
し
市
中
銀
行

の
爲
替
業
務
を
全
然

停

止
す
る

こ
と
も
出
來

る
の
で
あ
る
、
從

つ
て
爲
替
相
場

取
極

の
禁

止
と
相
侯

つ
て
最

も
嚴

格
な
る
爲
替
管
理

の
段
階

へ
進
む

こ

と
が
出
來

る
の
で
あ

る
。

そ

の
他
本
法
は
彊
制
買
牧
灌
、
検

査
橿

、
報
告
義
務
等

を
も
規
定
し

て
ゐ
る
が
、
そ

の
内
容

は
ほ

Ψ
資

本
逃
避
防
止
法

の
そ
れ

と
同
様
な

る
が
故

に
ご

玉
に
再

び
読

く
こ
と
を

止
め
よ
う
。

要
す

る
に
本
法

は
資
本
逃
避
防
止
法
を
更
に
援
大
強

化
し
た
る
も

の
で
あ

つ
て
、
若
し
も
大
藏
大
臣

が
こ

曳
に
與

へ
ら
れ
た

る

全
穂
限
を
最
大
限

に
實
施
す
る
な
ら
ば
、
猫
逸

に
も
劣

ら
ざ
る
極
端

な
る
爲
替
管
理
を
行

ふ
こ
と
が
出
來

る

の
で
あ
る
が
、

こ

の

法
律

罵
亦
資
本
逃

避
防
止
法

同
様
所
謂
傅
家

の
寳

刀

で
あ

つ
て
必
要

に
慮
じ

て
大
藏
省
令
を

以

て
施
行

し

て
行
く

の
で
あ
る
。
而

し

て
そ

の
施
行

に
際

し

「
主
務
大
臣

の
諮
問

に
鷹

す
る
爲

め
に
」
官

民
合
同

の
外
國
爲
替
管

理
委
員
會

が
組
織

せ
ら
れ

る
こ
と

に

な

つ
た

の
で
あ
る
◎

い
ま
之

に
基

い
て
去

る
四
月
廿

五

日
公
布

せ
ら
れ

五
月

一
日
よ
り
施
行

せ
ら
る

玉
大
藏
省

の
施
行
細
則

の
概

要
を
見

る
に
次

の

如
く

で
あ

る
。

幽
、
絶
封
禁
止
事

項

①

金
貨

の
鋳
潰

又
は
殿
傷

。

②

實

需

に
基

く

こ
と
な
く
邦
貨

の
爲
稗
相
場

の
攣
動

に
依

つ
て
利
釜
を
得

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
る
外
國
通
貨
叉

は
外
國
爲

替

の
費
買

。

外
國
爲
替
響
理
の
綜
観

旧
三
七



外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
三
八

一
一、
制

限
事
項

(
即
、
豫

め
大
藏
大
臣

の
許
可
を
要
す

る
取
引
又
は
行
爲
)

①

金
貨
幣
、
金
地
金
、
金

の
合
金
、
及
金
を
主
た
る
材

料
と
す
る
物

の
輸
出
。

②

の
邦
貨

を
封
債

と
す

る
外
國
通
貨

、
外
國
爲
替
並

に
邦
貨

の
強
制
通
用
力

あ
る
地
域

に
仕
向
け
た
る
圓
爲
替

の
買
入

(
函

く

ラ

替
業
者

は
例
外
)
、

司
爲
替
銀
行
以
外

の
者

に
封
す

る
邦
貨
を
樹
債

と
す

る
外
國
爲
替

の
費
却
、
"

外
國
通
貨
を
封
便
と
す

る
圓
爲
替
の
費
軍

詮

外
費

小
望

手
形
の
邊
彼

携
糞

ハ他
の
方
法
に
よ
る
外
國

へ
の
逡
金
、
㈲
外
國
に
於
て

爲

し
た
る
委
託

に
基

く
支
彿
。
ー

但

し
之
等

の
行
爲
、
取
引

と
錐
亀
左

の
場

合

に
は
大
藏

大
臣

の
許

可
を
要

し
な

い
。

一
般
的

に
は
、
商
品
輸
出
入
に
必
要
な

る
も

の
、
保
瞼

金
保
瞼

料
等

の
支
梯
、
國
内

に
て
支
佛

は
れ

る
公
債
、
胱
債

、
銀

行

預
金

の
利
子
、
信
託

の
利
釜
、
株
式

の
配
當
金
等

の
棲
利
者

へ
の
逡
金
、
公
就
債

の
元
利
彿
基
金

の
交
付

、
内
外

の
法
令

叉
は
奮
契
約

に
基
く
債

務
並

に

一
ケ
年
千
圓
相
當

額
以
下

の
債
務

の
履
行

、
特
許
灌
其
他

工
業
所
有
梅

に
關

聯
す

る
支
彿

、

外

國
族
行
者

の

一
ケ
年

内

の
所
要
族
費

(
但

し
携
帯
し
得
る
内
外
通
貨

は
千
圓
相
當
額
以
下
)
、
海
外
族
行
者
叉
は
滞

在
者

へ

の
族
費
、
俸
給
、
手
當
、
學
費

等

の
逡
金
、

一
定

の
移
民

に
必
要
な

る
費

用
、
國
内
又
は
邦
貨

の
強
制
通
用
力
あ
る
地
域

に

住
所
本

支
店

を
有

す
る
者

の
該
地
域

へ
の
資
金

の
逡
付

、
國

内

に
於

て
獲
行

し
た

る
信
用
歌

に
基

い
て
振
出
さ
れ
た

る
逆
爲

替

の
支
佛

、
官

聴

の
諸
費

用
支
佛
。

銀
行

に
限

つ
て
更

に
、
顧
客

の
依
頼

に
寿
る
邦
貨

の
張
制
通
用
力
を
有
す

る
地
域

に
仕
向
け
た

る
圓
爲
替

の
買

入
、
上
述

の
地
域

に
仕
向

け
た
る
圓

の
費
爲
替

を
決
濟
す

る
た
め
の
該

地
宛
圓
爲
替

の
買

入
並

に
逡
金
、
上
述

の
地
よ
り
國
内

に
仕
向

け

た
る
逡
金
爲
替

の
支
彿
。

③

外
貨
誰
雰

の
有
償
取
得
-
既

に
國
内

に
存
在
す

る
も

の
及
外
國

人
が
在
外
資

金
を
以

て
す
る
場
合
は
例
外

で
あ
る
。



④

邦

貨
を
封
債

と
す

る
外
貨
債
椹

の
譲
受
。

⑤

外
國
通
貨

の
債
灌
債
務
を
取
得
す

る
預
金
及
消
費
貸
借

。

⑥

外
國
通
貨

の
債
構
債
務
を
取
得
す

る
信
託

及
保
瞼

契
約
-

再
保
瞼

及
海
上
保
瞼

は
例
外

に
属
す

る
。

⑦

外
貨

祉
債

の
畿
行
及
國
内

の
財
産

を
澹
保

と
す
る
外
貨

の
借
入
金
。

⑧

貨
物

の
輸
入

に
關
係

な
き
信
用
歌

の
取
得
-
但

し
、
海
外
族
行
出
獲

豫
定
前

二
週
聞
内

に
族
費

に
充

て
る
爲

一
萬
圓
相
當

額

以
下

の
信

用
状
を
取
組
む
場
合
、
官
聴

よ
り
受
く
る
族
費
其
他
を
携
帯
す

る
爲
め
信

用
歌

を
取
得
す
る
場
合

を
例
外
と
す

る
。

⑨

誰
券

の
輸

入
又
は
輸
出
-

敏

に
所
謂
誰
雰
は
資
本
逃

避
防

止
法

に
於
け
る
よ
り
も
よ
り
廣
義

で
あ

つ
て
、
本
邦
叉
は
外
國

の
公
債
、
杜
債

、
株
式

の
み
な
ら
す
公

就
債

の
利
札
を

も
含

む
。
資
本
遙
遜
防
止
法

に
於
け
る
と
同
様

の
條
件

の
下

に
支
彿

を
受

く
る
た
め

の
輸
入
は
例
外

と
す

る
。

⑩

債
額

の
全
部
叉
は

一
部
に
付

外
國
爲
替

を
取
組

ま
ざ
る
貨
物

の
輸
出
1

こ
玉
に
も
ま
た
四

の
例
外

が
あ

る
。
即
ち
、

一
見

本

又
は
委
託
販
費

の
爲

輪
出
す

る
と
き
、
二
輸
出
前
代
金

を
受
領

せ
る
と
き
、
三
外
國
爲
替
を
取
組

む
能

は
ざ
る
と
き
並
に

商

慣
脅

に
依
り
之
を
取
組
ま

ざ
る
と
き
、
四
債
額
千
圓

以
下

の
も

の
を
小
包
便

に
て
輸
出
す
る
と
き
、

で
あ
る
。

三
、
國
内
還
流
命
令

事
項

①

無
爲
替
輸
出
を
な
し
た
る
者

が
外
國

に
於
て
そ

の
代
金
を
受
領
し
た

る
と
き
は
、
之

に
要
し
た
る
費
用
及
輸
入
貨
物

の
代

金

に
充

て
た
る
も

の
を
除
き
受
領
後

ニ
ケ
月
内

に
之
を
本
邦
内

に
取
寄

せ
る
を
要
す

る

の
で
あ
る
。

②

國
内

に
於

て
有
す

る
外
貨
誰
雰

の
支
彿

期

日
が
到
來
し
た
る
と
き
は
ニ
ケ
月
内

に
之
を
國
内

に
於
て
費
却
し
叉
は
支
佛
を

外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
三
九



外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
四
〇

受
け
る
を
要
す
る
、
但
し
そ
の
額
千
圓
未
満
の
場
合
及
外
國
爲
替
銀
行
が
有
す
る
場
合
は
例
外
と
す
る
。

③

外
國
に
於
て
有
す
る
外
貨
謹
券
を
費
却
し
又
は
そ
の
支
彿
を
受
け
た
る
と
き
は
ニ
ケ
月
内
に
之
を
本
邦
内
に
取
寄
せ
る
を

要
す
る
。
叉
前
記
外
貨
誰
券
の
支
佛
期
日
到
來
し
た
る
と
き
は
期
日
後
三
ケ
月
内
に
支
彿
を
受
く
る
を
要
す
る
。
但
し
い
つ

れ
も
そ
の
額
千
圓
相
當
額
未
満
の
場
合
及
外
國
爲
替
銀
行
が
有
す
る
場
合
は
例
外
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
國
内
還
流
命
令
事
項
は
大
藏
天
臣
の
許
可
あ
る
場
合
に
限
つ
て
冤
除
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
外
國
爲
替
銀
行
に
封
す
る
特
典

本
令
施
行
後
二
週
聞
内
に
外
國
爲
替
業
務
を
螢
む
旨
、
並
に
そ
の
店
舗
を
大
藏
大
臣
に
届
出
た
る
銀
行
を
外
國
爲
替
銀
行
と
謂

ひ
、
前
述
の
諸
規
定
に
拘
ら
す
大
藏
大
臣
の
許
可
を
侯
た
す
し
て
左
の
取
引
行
爲
を
な
す
こ
と
が
出
來
る
。
即
ち
、

①

顧
客
並
に
銀
行
の
依
頼
に
よ
る
外
國
通
貨
及
外
國
爲
替
の
萱
買
。

②

右
費
買
に
必
要
な
る
範
園
に
於
け
る
資
金
調
整
の
爲
の
外
國
爲
替
の
費
買
及
海
外
逡
金
。

③

外
國
よ
り
の
逡
金
爲
替
の
支
佛
。

④

外
貨
誰
雰
の
支
彿
を
受
く
る
爲
支
彿
期
日
前
三
ケ
月
内
叉
は
其
後
に
於
て
な
す
そ
の
輸
出
。

五
貰
彊
制
買
牧
橿

奮
規
定
同
檬
で
あ
る
。

六
、
報
告
義
務

(報

告

義

務

者
)

(報

告

事

項
)

(報

告

時

期
)



a.

外

國

爲

替

銀

行

外
國
爲
替
の
費
買
、
邦
貨
の
強
制
逓

用
力
あ
る
地
域
に
向
⇔
六
る
圓
爲
替

の
蟹
買
、
取
立
爲
替
の
取
扱
、
信
用

駅
の
磯
行
、

毎
日
の
外
國
爲
替
賢
買
高
、
賢
持
買

持
の
高

竪
月
十
五
日
迄

三
日
以
内
、
海
外
店
舗
の
分
に

旬
毎
に
通
計
し
三
E
以
丙

h

謹
雰
の
資
買
叉
は
媒
介
為
主
糞

る
業

と
す
ろ
者

外
貨
謹
雰
の
費
買
並
に
媒
介

翌
月
十
五
日
迄

C。d.

外
國
懸
貨
な
以
て
表
示
す
ろ
信
託
叉

に
保
瞼
契
約
を
有
す

ろ
者
、
但
し
千

圓
相
當
額
以
上
の
者

千
圓
相
當
額

以
上
の
下
記
の
取
引
行

爲
姦
な
し
衷
る
者

外

貨

別
、
契
約
の
種
類
、
金

額

等

には外は外還な外受外付外以状外金右 替制爲外
基返貨携貨'以 貨託貨叉國ての貨 、三 の涌替國
く濟な 戻な
支'以'以

彿 外て て
國す す
iころ う
て借 預

爲入 り
し金 金
すこの の
る借 受

委 入 入

託叉 叉

てな'な は通す機旨登
す以 以同貨 る行券
うて て牧葎預 叉の
社す す'以 金は取
債 う ろ ての取得
の保 信 す預得 叉
擾瞼 託 る入'に
行契 の 貸 叉外慮'約 委 付は國分

叉'託 金引通'
は外 叉 の出貨信
償貨 に 貸'な 用

方 取用 の通
法 得 力取貨
に 叉 あ得 の

よに る叉取
ら虞地 は得
ざ 分1=威 叉
る'向 分 ぼ

外o'露
國7こ 邦分
へ ろ貨'

の 圓の外

逡 爲強國

本
令
施
行
後

一
ヶ
月
内

翌
月
+
五
目
迄

外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
四

一



e。

外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

外
貨
、
外
國
爲
替
、
外
貨
謹
券
、
外

貨
な
以
て
す

る
預
け
金
叉
に
貸
付
金

の
債
擢
、
外
貨
な
以
て
す

る
預
り
金

叉
ば
借
入
金
の
債
務
、
並
に
外
貨
の

信
託
及
保
瞼
契
約
存
有
す
る
者

に
.し

て
國
内
に
住
圃
な
有
す
う
に
至

つ
表

と
き
、
但
し
千
圓
相
當
額
以
上

金

額

翌
月
+
五
日
遙

】
四

二

七
、
槍

査

椹

之
も
亦
奮
規
定
と
攣

る
と
こ
ろ
が
な

い
。

以
上
が
吾
國
に
於
け
る
現
行
爲
替
管
理
規
定
の
大
要
で
あ
る
。
本
規
定
に
よ
つ
て
資
本
逃
避
法
の
不
備
例

へ
ば
無
爲
替
輸
出
、

爲
替
の
思
惑
取
引
、
逃
避
資
本
の
國
内
還
流
等
が
徹
底
的
に
取
締
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
他
面
本
令
は

そ
の
規
定
事
項
の
取
締
に
當
つ
て
極
め
て
廣
汎
な
る
自
由
裁
量
の
飴
地
を
大
藏
大
臣
に
與
ふ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
叉
爲
替
問
題

は
國
民
各
個
の
日
常
経
濟
生
活
に
直
接
間
接
大
な
る
影
響
を
有
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
局
に
當
る
者
は
宣
し
く
公
平
の
立
場
に

立
つ
て
そ
の
運
用
の
任
に
當
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

六
、
結
論
ー

爲
替
管
理
の
効
果

扱

て
、
最
後

に
爲
替

管
理

の
効
果

に

つ
い
て

=
爵
し
本
論
を
結

ぶ
こ
と

に
し
よ
う
。

今

日
、
世
界
金
融
孚
覇
職

の
酎
な

る
秋
、
自
國
産
業

を
海
外
よ
り

の
波
齪

に
封

し

て
擁
護

せ
ん
と
す
る

に
當
り
、
慮
急
的
封
策

と
し

て
の
爲
替
管
理

の
効
果
ば
之
を
疑

ふ
べ
く
も
な

い
の
で
あ
る
。



併

し
乍
ら
、
之

を
永
績
的
な
る
政
策

と
し

て
見

る
と
き
は
大
な
る
期
待

を
こ

、
に
繋
ぐ

こ
と
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。
何
故

で

あ
る
か
。
第

一
に
抑

々
國
際

間

の
経
濟
的
交
通
路

に
は

二
つ
の
大
な
る
流

れ
が
存
す

る
、
即
ち
、

一
は
諸
財

の
流

れ
で
あ
り
他

は

(
金
融
)
資

本

の
流

れ

で
あ
る
。
而
し

て
、

こ
の
二

つ
の
潮
流

は
決
し

て
猫
立
無
關
係

の
も

の
で
は
な
く
、
相

互

に
因

と
な
り
果

と
な

つ
て
作

用
し
合

つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
然
る

に
爲
替
管

理
は
主
と
し

て

(
金
融
)
資
本

の
流
れ

に
統
制
管

理
を
加

へ
る
こ
と

に
ょ

つ
て
國
内
経
濟

の
安

定
保
護
を
計

ら
ん
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
從

つ
て
そ
れ
は
所
期

の
目
的

に
封

し

て

一
面
的
手
段

で
あ
り

不
徹
底

で
あ
る
。
故

に
、
爲
替
管

理
は
貿
易
管

理
と
相
侯

つ
て
始

め

て
大

な
る
効
果
を

現
は

し
て
く
る

の
で
あ
る
。
第

二

に
爾
面

の
管

理
を
相
並

ん
で
行

ふ
と
す

る
も
伺

そ
の
成
果
を
買
被

つ
て
は
な

ら
な

い
。
言

ふ
迄

も
な
く
國
際
間

の
諸

現
象

は
自
國

と
他

の

諸
國

と
の
接
燭

に
よ

つ
て
始

め
て
磯
生
す

る
も

の
で
あ
る
。
從

つ
て
國
際

現
象
は
相
手

た
る
諸
國

の
協

同
を
俘

つ
て
こ
そ
完
全
な

る
統
制
管

理
を
行

ふ
こ
と
が
出
來

る

の
で
あ
る
、
故

に

一
國

の

一
方
的
な
爲
替
管
理
や
貿
易
管

理
に
よ

つ
て
そ
れ
を
意

の
如
く
指

導

し
或

ひ
は
固

定
す

る

こ
と
は
出
來
な

い
。
然

る

に
爲
替
管

理
國

に
封

し

て
所
謂
封
策

と
稻
し

て
特

に
全
く

反
封

の
態
度

に
出

で

る

の
が
現
實

の
傾
向

で
あ
る
。
第

三

に
爲
替
管

理

の
み
な

ら
す

一
般

に
統
制
策

に

つ
い
て
云
ひ
得
る
こ
と

で
あ
る
が
、
爲
替
管
理

が
強
度
化
す
れ
ば
す

る
程
私
有
財
産
制
度

と
螢
利

的
活
動

・
資
本
主
義
肚
會

の
基
調

・
が
制
限

せ
ら
れ
る
。
從

つ
て
現
肚
會
組
織

の
下

に
於

て
爲
替
管

理
を
徹
底

せ
し
む
る
と
き
は
種

々
な
る
方

面

に
無

理
が
生
じ

て
來
る

の
で
あ
る
。
即
ち
嚴
格
な
る
爲
替
管
理

は
資
本
主
義

に
と

つ
て
は
角
を
矯

め
ん
と
し

て
牛
を
殺
す

の
轍

と
な

る

の
で
あ

る
。

外
國
爲
替
管
理
の
綜
観

一
四
三




